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高効率・高速処理を可能とするＡＩチップ・次世代コンピューティングの技術開発プロジェクト

◆事業実施の背景と事業の目的

社会的背景

それぞれの時間軸において、IoT社会の高度化に資する、
革新的な技術の実現が求められる。

【IoT社会の到来と課題】

・IoT端末(デバイス)から得られる大量データ(情報)の利活
用により、高度な制御や新たなサービスを実現する「IoT社
会」を支えるIoT情報処理基盤が必要 （短期）

・IoT社会の到来により、急増するデータを即時的・効率的
に処理するため、コンピュータの情報処理は、サーバー(クラウ
ド)集約型から、エッジ分散処理型へシフトが必要 (中期)

・ムーア則の終焉が叫ばれ、半導体微細化による情報処理
性能の向上は限界を迎えつつある。一方で、社会全体が扱
う情報量は更に増加する。エッジやクラウド等において、既存
技術の延長にない新原理の技術により、著しく増加するデー
タの処理に要する電力の劇的な低減が必要 (長期）

ムーア則の終焉
総務省 令和元年版情報通信白書より

IoT社会の到来 世界のIoTデバイス数の推移及び予測
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社会課題の解決と我が国の情報産業の再興を目的とし、ポスト
ムーア時代のコンピュータ技術開発を行う。

【研究開発項目①】革新的AIエッジコンピューティング技術の開発
PL：東京工業大学 教授 本村真人

・エッジにおけるAI処理を実現するための小型かつ省エネながら高
度な処理の能力を持った専用チップ及びコンピューティング技術等
を開発する。 (期間:2018-2022年度)

【研究開発項目②】次世代コンピューティング技術の開発
PL(1)：産業技術総合研究所 デバイス技術研究ユニット長 川畑史郎
PL(2)：産業技術総合研究所 特別顧問 金山敏彦

PL(3)：未定

・既存の技術の延長にない、新原理等による高速かつ低消費電
力化を実現する次世代コンピューティング技術を開発する。

(期間:2018-2027年度)

【研究開発項目③】高度なIoT社会を実現する横断技術開発
PL：東京大学 教授 森川博之

IoT社会を支えるIoT情報基盤を築くため、大量データの効率的か
つ高度な利活用を可能とする収集、蓄積、解析、セキュリティ等に
関する横断的技術開発を行う。 (期間:2016-2020年度)

※研究開発項目②は、

②-(1)量子コンピューティング関連技術

②-(2)新原理コンピューティング技術（脳型等デー
タ処理高度化関連技術）

②-(3)先進的コンピューティング技術（光コン
ピューティング等関連技術）

に分類する。

※事業全体のPLは、産業技術総合研究所、金山
敏彦特別顧問が務める。

事業の目的
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追加公募を行う開発課題・領域について

【研究開発項目②】「次世代コンピューティング技術の開発」
【開発課題】
・研究開発項目②－（2）：新原理コンピューティング技術
（脳型等データ処理高度化関連技術）

2018年度から次世代コンピューティング領域の研究開発課題を探索する、探索

型研究枠として実施中の「未来共生社会にむけたニューロモルフィックダイナ
ミクスのポテンシャルの解明※」において、2021年度技術推進委員会で、当該

開発領域にあるレザバーコンピューティング技術を用いて、早期の産業化に向
けた研究開発の拡充が指示されたことを受け、開発課題として整理するもので
す。

本公募では、各種レザバーコンピューティング技術を用いた革新的なニューロ
モルフィックプロセッシングの開発や、これを具体的なアプリケーションに
適用し産業化につなげること目指し、当該開発を実施することが可能な能力
を持つ提案、事業者を広く募集します。

なお、提案に当たっては当該技術に該当する開発計画を連携、単独に関わらず
広く募集するものです。

※当該研究開発テーマの概要については、NEDO成果報告書データベースから
「中間年報」、及びNEDO WEBページにて公開中の本事業における「中間評価・事
業原簿」をご確認ください。
NEDO 中間評価 https://www.nedo.go.jp/introducing/iinkai/ZZBF_100440.html

https://www.nedo.go.jp/introducing/iinkai/ZZBF_100440.html
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【達成目標】

以下を達成することを目標とする。なお、研究開発期間によっては、必要に応じ
て中間、最終目標を、以下に示す目標を基準としつつ変更して設定する。
＜中間目標（2024年度）＞
・開発成果を組み込んだシステムレベルでの検証あるいはシミュレーション等
により、エネルギー消費効率あるいは電力効率（単位電力あたり性能）が、
事業開始時点における同等の技術と比較し、100倍以上となる
見込みを示す。

＜最終目標（2027年度）＞
・開発成果を組み込んだシステムレベルでの検証等を行い、エネルギー費効率あ
るいは電力効率（単位電力あたり性能）が、事業開始時点における同等の技術
と比較し、100倍以上となることを示す。

（公募要領 2P）

追加公募における達成目標について
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事業期間と予算額について

※必要額を精査し、提案ください。

※管理費、消費税などは込みとなります。

※ただし、事業期間中に消費税の増額等
があり、条件が変動する場合はその分を
上乗せします。

（4）事業期間
事業期間として2022年度から最長2027年度（最長6ヵ年度）を予定し、本公募では最初の

3ヵ年度以内の体制を募集します。
研究開発期間としては最長2027年度までの6年間の事業期間の中で、各研究開発内容に応
じて設定し、公募を行います。公募時には最長6年間の計画を求めるものですが、本事業で
は2024年度に事業見直しに伴う有識者評価等を経て、研究開発の継続可否を含めた判断を
行うこととしています。

（5）事業規模
1件当たりの限度額は、以下を想定しています。
「研究開発枠」 ：5億円以内／年

ただし、採択審査段階または事業実施段階において、外部有識者の審査をもって、上限を

超えて必要とする理由が認められる場合は、必要額を十分に精査したうえで予算を認める

ものとします。

※最終的な実施内容、事業期間及び委託金額については、審査の結果及び政府予算の変更
等により提案から事業内容の変更、期間の短縮、予算の減額を行って委託することがあり
ます。また2022年度以降の事業規模についても、事業の進捗、成果の事業化の見通し等を
踏まえ、配分額の決定及び調整を行うため、当初計画から変更することがあります。



提案書提出方法





※どちらを選んで頂いても影響有りません。



・最長2027年度まで

ZIPで一括登録

次スライドにて説明



利害関係者の項目の記載について

※情報提供のお願いであり、
記載が無い場合でも審査に
影響はありません。
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留意事項など



採択審査の実施方法
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【スケジュール】
2月7日 提案書提出締め切り
2月7日～ 採択審査期間

2月下旬 採択審査委員会（予定）
※日程は審査委員の都合等から前後する可能性があります。
※当日は事業概要、計画をプレゼン頂きます。
※様式、及び実施日程などは、提案書の提出を受けて通知します。

採択審査委員会後、審査結果をNEDO内での契約・助成審査委員会で審査し、採択者

を決定します。審査結果はメール、文書などで提案者に通知すると共に、採択者は
WEBページで公開します。

採択審査の実施とスケジュール
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・審査・選考基準については、公募要領8～9Pに記載以上の説明、解説は出来
ませんのでご了承ください。

・提案に当たっては、公募要領10 P～の「7．留意事項」についてご一読ください。

・提案者が1社のみの場合、1社応札となることを避けることから、公募期間を10
日間程度延長する可能性があります。

その他、留意事項など



提出書類について
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今年度から追加された様式になります。
記載事例がありますので、参考にしてください。

ワードファイル２P以降（情報取扱者名簿及び情報管

理体制図）は契約プロセスで必要となりますが、提案
時には提出不要です。
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※公募電子化に伴い、今年度
から押印が省略されています。

※他方で、提案に当たっては組
織内のしかるべき承認を得た上
で応募ください。

提案書について
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※要約版記載の内容＝
WEB登録内容として整
理ください。
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※実用化・事業化のイメージについて

将来的な実用化、事業化に向けてある
程度明確なビジョンを求めます。
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※体制について
NEDOと契約を締結する事業者（委託

先）及び、その事業者と契約を締結す
る事業者（共同研究先、再委託先）まで
を記入ください

アドバイザリーボードなど、契約締結は
ないものの、協力関係にある企業等に
ついては記入の必要はありません。
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※予算額が条件を超える場合について

・高額な装置購入などにより、研究開発期間
の中で予算額が公募条件（5億円）を超過する

ことが見込まれる場合、その理由を記載しつ
つ、希望する額を記入ください。

・採択審査を経て予算超過を認めるかどうか
を判断します。

・なお、本件は事業期間中に予算の増額を求
めることも可能です。

※研究計画、予算計画について、2024年度以降も開発計画を継続する場合は、
最長2027年度まで期間の中で、計画を記載ください。
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※予算額の査定について

研究開発を実施する上で必要と考
えられる予算額をそれぞれ記入し
てください。

それぞれの項目の整理について
は、委託業務事務処理マニュアル
を確認ください。

なお、本項目及び予算額は採択審
査を経て契約までの間に再度精査、
調整を行います。

間接経費について：
「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針(令和３年10月１日競争的研究費に関する関係府省連絡
会申し合わせ)」に基づき、2022年度新規契約から大学及び国立研究開発法人等の間接経費率は原則３０％
とします。
また、中小企業等は20％、その他は10％とし、経費総額に対して算定してください。なお、3分の2以上が中小
企業で構成される技術研究組合等は、中小企業と同様の扱いとします。間接経費率は20%としてください。



26

※ 契約は最新のNEDO業務委託契約標準契約書に基づいて行います。契約書は
NEDO WEBページから確認可能です。

提案に当たっては、同契約書の中身を確認頂き、異議等がある場合は本項目にお
いて条件を記載するか、あるいは事前にNEDO事務局まで問い合わせをお願い致
します。
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質疑応答


